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（４）今後の都市計画決定に係るスケジュールについて

令和７年７月２６日 町民説明会
（都市計画法16条）

パブリックコメント
（都市計画法16条）

７月１６日～

８月１４日（３０日間）

町から県へ都市計画決定の事前協議

町から県へ都市計画決定の事前協議

意見のまとめ

町都市計画審議会（第２回）

町から県へ都市計画決定の法定協議（都市計画法19条）

県から町へ都市計画決定の法定協議の回答（都市計画法19条）

令和７年８月１５日～

令和７年８月２８日

令和７年１０月中旬

令和７年１０月下旬

都市計画案の法定縦覧（都市計画法17条）
令和７年１０月２９日

～１１月１２日

意見書のまとめ

町都市計画審議会（第４回）諮問・答申令和７年１１月下旬

市街地再開発事業の都市計画決定

令和７年１０月２４日 町都市計画審議会（第２回）町都市計画審議会（第３回）

資料５



１１．市街地再開発事業のスケジュール案について
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［市街地再開発事業の行程］

［令和5年5月］［令和7年10月］［令和7年11月］ ［令和9年2月］ ［令和9年12月］ ［令和10年5月］［令和11年12月］

当地区で検討している「市街地再開発事業」は、次の段階を踏んで進んでいきます。

［令和12年1月］
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市街地再開発事業のスケジュール案について
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事業の具体的な検討を実施
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第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階

・市街地再開発事業の
施行区域

・駅前広場、道路の配
置、面積

・建築物の延べ床面積、
用途等

・地区計画に関する事
項

・その他必要な事項

今回の都市計画決定

する事項

・土地評価、補償調査の実

施

・建物及び駅前広場等の基

本設計の検討、作成

・事業の資金計画の検討、

作成

・本組合設立に向けた地権

者さんとの権利に関す

る協議等合意形成活動

・その他必要な事項

本組合設立

に向けて

・建物及び駅前広場等の

実施設計の検討、作成

・事業の資金計画の確定

・地権者さんの従前資産、

補償の協議、同意活動

・地権者さんの権利変換

に関する協議、同意協

議

（再開発ビルに取得す

る床等の内容）

・その他必要な事項

権利変換計画の

認可に向けて

・地権者さんへ
の補償費支払
い

・地権者さんの
仮移転

・既存建物の解
体工事

解体工事

・工事の実施

・再開発ビル、
駅前広場の
完成

・再開発ビル
に入居

新たな新松田駅前

のまちびらき

３
計画の確定


